
っ
て
協
定
書
案
の
方
向
性
を

確
認
し
、
来
年
１
月
か
ら
国

と
の
事
前
協
議
を
含
め
て
協

定
書
案
の
作
成
を
開
始
。
２

～
４
月
に
住
民
向
け
の
「
出

前
協
議
会
」
を
開
い
た
上

　

採
決
は
し
な
か
っ
た
も
の

の
、
今
井
会
長
は
公
明
党
の

同
調
を
前
提
に
、
提
案
ど
お

り
に
制
度
案
を
ま
と
め
る
方

向
性
を
確
認
。「
大
阪
市
廃

止
あ
り
き
」
と
い
う
、
維
新

の
思
惑
通
り
に
議
論
が
進
め

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
日
、
法
定
協
の
今
井

豊
会
長（
大
阪
維
新
の
会
）が

「
特
別
区
」
設
置
の
た
め
の

12
項
目
の
論
点
と
今
後
の
日

程
案
を
示
し
ま
し
た
。
年
内

に
委
員
会
協
議
を
複
数
回
行

区
」
の
区
割
り
や
名
称
、
設

置
コ
ス
ト
、
議
員
定
数
な
ど

に
つ
い
て
議
論
。
大
阪
市
を

廃
止
し
て
「
淀
川
区
」「
北

区
」「
中
央
区
」「
天
王
寺
区
」

の
４
つ
の
「
特
別
区
」
に
分

割
し
、
本
庁
舎
の
位
置
は

「
淀
川
区
」
が
現
淀
川
区
役

所
、「
北
区
」
は
現
大
阪
市

役
所
本
庁
舎
、「
中
央
区
」

は
現
中
央
区
役
所
、「
天
王

寺
区
」
は
現
天
王
寺
区
区
役

所
と
す
る
な
ど
、
維
新
の
案

が
示
さ
れ
ま
し
た
。

で
は
、
吉
村
洋
文
知
事（
大

阪
維
新
の
会
代
表
代
行
）と

松
井
一
郎
大
阪
市
長（
同
代

表
）の
指
示
で
ま
と
め
ら
れ

た
「
合
同
庁
舎
」
案
が
示
さ

れ
ま
し
た
。「
特
別
区
」
ご

と
に
新
庁
舎
を
建
設
せ
ず
、

「
特
別
区
」
の
区
域
を
超
え

て
、
現
在
の
大
阪
市
役
所
の

本
庁
舎
に
も
職
員
を
配
置
す

る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

日
本
共
産
党
の
山
中
智
子

大
阪
市
議
は
、
従
来
の
案
で

も
「
特
別
区
」
の
機
能
が
区

域
内
に
分
散
し
「
た
こ
足
」

状
態
だ
っ
た
が
、
さ
ら
に
合

同
庁
舎
に
な
れ
ば
「
住
民
に

と
っ
て
は
何
が
何
だ
か
分
か

ら
な
い
。
支
離
滅
裂
だ
」
と

厳
し
く
批
判
し
ま
し
た
。

新
庁
舎
建
設
せ
ず

現
市
役
所
に
配
置

　

前
回
の
法
定
協（
９
月
）で

公
明
党
は
、「
特
別
区
」
設

置
の
初
期
コ
ス
ト
を
抑
え
る

た
め
と
し
て
、
既
存
庁
舎
を

活
用
す
る
こ
と
を
提
案
。
こ

れ
を
受
け
て
今
回
の
法
定
協

独
立
し
た
自
治
体

と
は
言
え
な
い
案

　

山
中
氏
は
、
維
新
は
大
阪

市
を
廃
止
し
て
設
置
す
る

「
特
別
区
」
は
「
中
核
市
並

み
」
と
言
っ
て
き
た
が
、

「
合
同
庁
舎
と
な
れ
ば
、
独

立
し
た
自
治
体
と
は
言
え
な

い
。
本
当
に
近
隣
中
核
市
並

み
の
庁
舎
を
整
え
よ
う
と
す

れ
ば
何
百
億
と
い
う
初
期
コ

ス
ト
が
か
か
る
と
い
う
批
判

か
ら
出
さ
れ
た
案
だ
」
と
指

摘
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
「『
中
核
市
並

み
』
に
す
る
こ
と
と
、
コ
ス

ト
抑
制
は
両
立
し
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
」
と
強

調
。「
結
局
、『
広
域
の
一
元

化
』
が（
大
阪
市
廃
止
の
）肝

で
あ
っ
て
、『
特
別
区
』
は

ど
う
な
っ
て
も
い
い
と
い
う

案
だ
」
と
述
べ
ま
し
た
。

　

松
井
市
長
は
「
合
同
庁
舎

で
同
じ
場
所
で
仕
事
を
す
る

こ
と
で
情
報
共
有
で
き
る
」

な
ど
と
強
弁
。
山
中
氏
は

「『
特
別
区
』
を
本
当
に
基
礎

自
治
体
に
す
る
つ
も
り
が
あ

る
の
か
。
住
民
の
福
祉
向
上

に
役
立
つ
自
治
体
に
し
よ
う

と
し
て
い
な
い
」
と
反
論
し

ま
し
た
。

　

維
新
は
「
特
別
区
」
議
会

全
体
の
議
員
定
数
に
つ
い

て
、
現
在
の
市
議
会
定
数
83

を
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ

と
を
提
案
。
山
中
氏
は
「
他

の
中
核
市
や
東
京
特
別
区
に

比
べ
て
、
人
口
当
た
り
の
議

員
数
は
３
分
の
１
以
下
に
な

る
。（
大
阪
の
）『
特
別
区
』

は
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
こ

と
か
」
と
指
摘
し
ま
し
た
。

で
、
４
～
６
月
に
協
定
書
案

を
ま
と
め
、
府
・
大
阪
市
両

議
会
の
議
決
を
経
て
、
秋
か

ら
冬
に
再
度
の
住
民
投
票
を

行
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

委
員
間
協
議
で
は
「
特
別

意
見
表
明
す
る
山
中
市
議
＝

10
月
24
日
、
大
阪
市
役
所
内

「特別区」の区割りや設置コストなどについて委員間
協議を行った第27回法定協＝10月24日、大阪市役所内

　

大
阪
市
を
廃
止
し
て
「
特
別
区
」
に
分
割
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
大
阪
都
」
構
想

の
制
度
設
計
を
議
論
す
る
大
都
市
制
度（
特
別
区
設
置
）協
議
会（
法
定
協
）の
第
27

回
目
の
会
合
が
10
月
24
日
、
大
阪
市
役
所
内
で
開
か
れ
ま
し
た
。
法
定
協
で
単
独

過
半
数
を
占
め
る
維
新
。「
都
」
構
想
賛
成
に
転
じ
た
公
明
を
巻
き
込
ん
で
、
来

年
秋
冬
に
住
民
投
票
を
実
施
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
議
論
を
強
引
に
進
め
て
い
ま
す

が
、
同
時
に
、「
都
」
構
想
の
矛
盾
と
破
綻
ぶ
り
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
市
廃
止
あ
り
き
」で
暴
走
加
速

支
離
滅
裂
な「
合
同
庁
舎
」案

都
構
想 

矛
盾･

破
綻
鮮
明
に

第27回法定協

来
秋
の
住
民
投
票
実
施
へ
維
新
強
引

共
産･

山
中
市
議
が
批
判

shikai
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